
 
 
１ 教科書採択の流れについて 
  令和７年度に中学校で使⽤する教科⽤図書は、川崎市教科⽤図書選定審議会の答申を参考に、教育委員会がその

責任と権限の下、公正かつ適正に採択を⾏います。選定審議会が答申を⾏うに当たっては、各中学校の校内調査研
究を取りまとめた報告等を参考に審議しています。 

 
２ 令和６年度教科⽤図書展⽰会について 
  教科⽤図書展⽰会は、教科書の発⾏に関する臨時措置法（昭和２３年法律第１３２号）第５条の規定に基づき、

毎年開催するもので、その開始の時期及び期間については、⽂部科学省告⽰により指⽰されるものとなっており、
本市におきましては、この期間を踏まえ、各展⽰会場の展⽰の時期、期間を決定しています。 

 
〇教科書の発⾏に関する臨時措置法施⾏規則（昭和２３年⽂部省令第１５号）（抜粋） 

第５条 教科書展⽰会は、６⽉１⽇から７⽉３１⽇までの間にこれを⾏うものとし、毎年その開始の時期及
び期間を指⽰する。 

２ 前項の指⽰は、告⽰をもつてこれを⾏う。 
 
〇令和６年３⽉１４⽇⽂部科学省告⽰第３１号（抜粋） 

１ 教科書展⽰会の開始の時期 令和６年６⽉１４⽇から同年７⽉１８⽇までのいずれかの⽇ 
２ 教科書展⽰会の期間 １４⽇間 

 

令和５年度 請願第２号について 
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【図１】中学校における教科⽤図書の採択手順 

                  
 
 
 

①諮問                  ⑦全ての教科用図書に関する審議結果の答申 
 
 
 
 
 

②調査研究依頼              ⑤各学校からの報告をとりまとめた調査研究報告 
⑥全ての教科用図書に関する調査研究報告 

 
 
 
 
 

 
③調査研究依頼              ④全ての種目の教科用図書に関する各学校の調査研究報告                

 
 
                     
 
  

川崎市教育委員会 教育長及び教育委員５名 
（使用教科用図書の採択） 

川崎市教科用図書選定審議会＝調査研究等の報告を参考に審議 
 

委員構成 条例上２０名以内（学識経験者、学校教育の関係者、市職員）      

調査研究会＝調査研究員で構成され、川崎市教科用図書選定審議会へ報告する。 
（各教科の教員で構成） 

調査研究員の作業 
（１）教科用図書の選定に関する調査研究 
（２）教科用図書に関する学校における調査研究の聴取 

各学校の校内調査研究会で全ての教科用図書の調査研究 
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【表１】教科⽤図書展⽰会⽇程 

 
 

区 会  場 

展  示  日  数 

展 示 日 程（予 定） 
令和６年度 

（予定） 

令和５年度 

（実績） 

川崎区 

教育文化会館 ６日 ６日 
令和６年６月２８日～７月３日 

午前１０時～正午 午後１時～午後６時 

教育文化会館大師分館 １９日 １９日 
令和６年６月７日～６月２６日（１７日を除く。） 

午前９時～正午 午後１時～午後５時（最終日は午後４時まで） 

幸 区 幸市民館 ６日 ６日 
令和６年７月５日～７月１０日 

午前１０時～正午 午後１時～午後６時 

中原区 教育会館 １４日 １４日 
令和６年６月７日～６月２６日（土日を除く。） 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 

高津区 総合教育センター ２２日 ２０日 
令和６年６月７日～６月２８日 

午前９時～正午 午後１時～午後６時 

宮前区 宮前市民館 ５日 ５日 
令和６年７月１２日～７月１７日（１６日を除く。） 

午前１０時～正午 午後１時～午後６時 

多摩区 多摩市民館 ５日 ６日 
令和６年７月１９日～７月２４日（２０日を除く。） 

午前１０時～正午 午後１時～午後６時 

麻生区 麻生市民館 ６日 ６日 
令和６年７月２６日～７月３１日 

午前１０時～正午 午後１時～午後６時 

合  計 ８３日 ８２日  
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３ 教科書採択に係る教育委員会会議の開催状況について 
（１）令和５年度教科⽤図書採択（⼩学校使⽤教科⽤図書採択※） 

開催⽇ 令和５年８⽉２０⽇（⽇） 
会 場 川崎市総合教育センター第１研修室 
定 員 １８０名 
傍聴者 ７６名 

 
（２）令和２年度教科⽤図書採択（中学校使⽤教科⽤図書採択※） 

開催⽇ 令和２年８⽉２３⽇（⽇） 
会 場 川崎市総合教育センター第１研修室 
定 員 ６２名 （新型コロナウイルス感染症対策のため定員を制限） 
傍聴者 会場内 ６２名、ロビー５０名 

 
※⼩中学校で使⽤する教科⽤図書につきましては、義務教育諸学校の教科⽤図書の無償措置に関する法律施
⾏令（昭和３９年政令第１４号）第１５条の規定により、同⼀の教科⽤図書を採択する期間は４年となってい
ます。令和６年度現在、⼩学校は令和５年度、中学校は令和２年度に採択された図書を使⽤しています。 
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４ 請願事項に係る本市の考え方 
（１）請願事項１について 
 
 
 
 
 【本市の考え方】 

本市においては、多くの方に展⽰会にお越しいただけるよう、⽂部科学省告⽰で指⽰された期間より拡⼤して
展⽰会を開催しております。また、【表１】でお⽰しした会場のうち、中原区の教育会館を除く７会場においては、
土曜⽇及び⽇曜⽇も開催してまいります。 

なお、展⽰会場に配置する職員については、各会場に１名、勤務条件を１⽇につき７時間までとしております。
職員の休憩時間を設定する必要もあることから、昼休みに開場することや、展⽰時間を１９時まで延⻑すること
は⾏わないこととしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市内７区ごとの教科書展⽰会場を維持し、さらに市⺠が教科書を良く読めるよう展⽰期間も⻑くすること。
なお、⼀⽇の展⽰時間は、１８時から１９時までに延ばすことや昼休み（１２時から１３時まで）にも職員を
配置し、教科書を読めるようにすること。 
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（２）請願事項２について 
 
 

 
【本市の考え方】 

休憩時間等に施錠することが難しい会場もあり、管理方法等のセキュリティー⾯で課題があるため、機器の設置
は⾏わないこととしております。教科⽤図書に記載されているＱＲコードは、スマートフォンやタブレット端末
等で読み取り、内容を確認することが可能であるため、汎⽤的なＱＲコードの読取り方の案内を展⽰会場に掲⽰
します。 

 
（３）請願事項３について 
 
 
 

【本市の考え方】 
教科⽤図書の採択に当たっては、教育委員会は、各中学校の校内調査研究を取りまとめた報告等を踏まえ審議さ

れた選定審議会の答申の内容を参考としながら審議し、最終的にその責任と権限の下、公正かつ適正に教科⽤図書
の採択を⾏っております。 

 
 
 

展⽰会場に QR コードを読み取れる機器を設置し、その説明ができる職員を配置すること。 

採択にあたっては、教職員の意⾒を取り⼊れるようにすること。 
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（４）請願事項４について 
 
 
 
 
 【本市の考え方】 
  川崎市教育委員会傍聴⼈規則（平成１３年川崎市教育委員会規則第１１号）第４条の規定により、傍聴⼈による

会議の録音等を、原則禁止しており、インターネット中継を実施した場合、それを閲覧している方は、会議の録音
が可能となることから、中継は⾏わないこととしております。 

 
（５）請願事項５について 
 
 
 
 
 【本市の考え方】 

例年、教科⽤図書採択の会議を開催していた「川崎市総合教育センター第１研修室」は、令和６年６⽉から改修
⼯事を予定しているため、今年度は、昨年度の傍聴⼈の定員と同数の傍聴席が設置可能な「⾼津市⺠館⼤会議室」
での開催を予定しております。 

また、会議⽇程につきましては、市⺠の皆様が傍聴しやすいよう、平成２９年度以降、毎年⽇曜⽇に開催してお
りますので、今年度も同様に開催してまいります。 

他の教育委員会で⾏っているところもあるので、採択時のネット中継を⾏い、後⽇そのビデオが⾒られるよ
うにすること。 

教育委員会の教科書採択にかかわる会議実施に当たっては、従来通り傍聴希望者の全てが傍聴できる施設と
休⽇に採択を⾏うこと。 
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